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参考資料 

１ 世界人権宣言 

1948年 12月 10日 

第３回国際連合総会採択 

 

前 文 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認するこ

とは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の

自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言さ

れたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするために

は、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男

女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準

の向上とを促進することを決意したので、 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達

成する事を誓約したので、 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要

であるので、 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人

民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊

重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを

国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とす

べての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。 

第１条 

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 

第２条 

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは

社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受け

ることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地
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域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治

上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

第３条 

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

第４条 

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる

形においても禁止する。 

第５条 

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることは

ない。 

第６条 

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 

第７条 

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護

を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、

そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

第８条 

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を

有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

第９条 

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

第10条 

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、

独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 

第11条 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開

の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のた

めに有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を

課せられない。 

第12条 

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名

誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対し

て法の保護を受ける権利を有する。 
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第13条 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 

第14条 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有

する。 

２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とす

る訴追の場合には、援用することはできない。 

第15条 

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されるこ

とはない。 

第16条 

１ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、

かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し

平等の権利を有する。 

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を

有する。 

第17条 

１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

第18条 

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信

念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼

拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

第19条 

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けること

なく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわ

りなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

第20条 

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も、結社に属することを強制されない。 
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第21条 

１ すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利

を有する。 

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

３ 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真

正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるもので

なければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行

われなければならない。 

第22条 

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国

際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発

展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 

第23条 

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失

業に対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受け

る権利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する

公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を

受けることができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利

を有する。 

第24条 

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権

利を有する。 

第25条 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福

祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢そ

の他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出である

と否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

第26条 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階

においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教

育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に

応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 
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２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければ

ならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び

友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければ

ならない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

第27条 

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩

恵とにあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的

利益を保護される権利を有する。 

第28条 

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に

対する権利を有する。 

第29条 

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対

して義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な

承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の

正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使し

てはならない。 

第30条 

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権

利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利

を認めるものと解釈してはならない。 
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２ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

平成 12年法律第 147号 

（目的） 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外

の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団

体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を

いい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理

解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

（基本理念） 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深

め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の

自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 

（国の責務） 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下、「基本理念」という。）

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。 

（基本計画の策定） 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

（年次報告） 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

（財政上の措置） 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施

策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の

日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用す

る。 

（見直し） 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年

法律第百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関

する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも

踏まえ、見直しを行うものとする。 
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３ 用語解説 
 

あ行 

エイズ（後天性免疫不全症候群、ＡＩＤＳ）【33 ページ】 

ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）感染によって生じ、適切な治療が施されないと重篤な

全身性免疫不全により日和見感染症や悪性腫瘍を引き起こす状態をいいます。 

ＨＩＶ感染症の主な感染経路は、①性的接触、②注射器の共用やウイルスの混入した血

液製剤の注射、③母子感染の三つに大別されます。入浴や食器の共用など、通常の日常生

活で感染することはなく、また、性的接触の場合もコンドームの使用など注意事項を守る

ことにより、感染を防ぐことができます。 

えせ同和行為【27 ページ】 

同和問題に対する誤った意識に乗じて、例えば、同和問題に関する知識が足りないこと

を理由に高額な書籍を売りつけるなど、同和問題を口実として不当な利益を得ようとする

行為です。 

 

 

さ行 

ジェンダー【３ページ】 

「社会的・文化的に形成された性別」のことを指します。人間は生まれついての生物学

性別（セックス/sex）がある一方で、社会通念や慣習の中には、社会によってつくり上げ

られた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成

された性別」（ジェンダー/gender）といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、

それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 

自死【47 ページ】 

意思的な死（＝いわゆる自殺）を非道徳的・反社会的行為と責めないでいう言い方です。 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）【17 ページ】 

児童の権利条約は、18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められてい

る基本的人権が児童についても保障されるべきことを定めた条約です。 

平成元年（1989年）の第44回国連総会において採択され、平成２年（1990年）に発

効しました。わが国は平成６年（1994年）に批准しました。  
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人権デュー・デリジェンス【54 ページ】 

企業活動における人権へのリスクを調査・評価し、それに対処することです。人権侵害

の対象には、低賃金労働や賃金の未払い、過剰・不当な労働時間、労働安全衛生、ハラス

メント、性別・障害などの境遇による差別の問題などが挙げられます。 

性的マイノリティ【39 ページ】 

同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、又は性同一性障害などの人々のこと

をいいます。「セクシュアルマイノリティ」、「性的少数者」ともいいます。「異性を愛する

のが普通だ」とか、「心と体の性別が異なることなどない、性別は男と女だけである」とし

ている人からみて少数者という意味です。 

そうした方々の総称としてＬＧＢＴという言葉が使われていることが多いですが、「性

的マイノリティ」＝「ＬＧＢＴ」ではなく、あらゆる性別の方を好きになる方など、様々

な方たちが含まれます。 

性同一性障害（ＧＩＤ）【39 ページ】 

からだの性（生物学的な性）とこころの性（性の自己意識）が一致しない状態を「性同

一性障害（ＧＩＤ）」と呼びます。 

平成16年（2004年）７月施行の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

により、性同一性障害者であって、①二十歳以上であること②婚姻していない③未成年の

子がいない④性別適合手術を受けているなどの一定の要件を満たすものについては、家庭

裁判所で性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました。 

成年後見制度【21 ページ】 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する

制度です。 

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）【14 ページ】 

相手の意に反した性的な言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわ

さの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のものが含まれ

ます。特に、雇用の場においては、相手の意に反した性的な言動を行い、そのことへの対

応によって仕事をするうえで不利益を与えたり、又はそれを繰り返すことによって就業環

境を著しく悪化させたりすることとされています。 
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ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）【18 ページ】 

友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場の提供や、趣味や嗜好、居住

地域、出身校、あるいは「友人の友人」といったつながりをとおして新たな人間関係を構

築する場を提供する、会員制のWebサービスのことです。Facebookやインスタグラム、

LINE等がよく知られています。 

 

 

た行 

男女共同参画社会【13 ページ】 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野において

活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に、政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいいます。 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロ

バイダ責任制限法）【43 ページ】 

ウェブページや電子掲示板などで行われる情報の流通によって権利侵害があった場合に

おいて、プロバイダ、サーバの管理者・運営者、掲示板管理者などの損害賠償責任の制限

と、発信者情報の開示を請求する権利を定めたものです。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）【14 ページ】 

ＤＶとは、一般的に夫や恋人など親密な関係にある者からの暴力をいいます。 

ＤＶには、身体的暴力（殴る、蹴る、物を投げつけるなど）のほか、精神的暴力（どな

る、無視する、行動を束縛するなど）、経済的暴力（生活費を渡さない、働くことを妨害す

るなど）、性的暴力（見たくないポルノ雑誌を見せる、中絶を強要するなど）など様々な形

の暴力がみられます。 

 

 

な行 

認知症【21 ページ】 

介護保険法では、認知症を「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の

器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が

低下した状態」と定義しています。 
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は行 

パワー・ハラスメント（パワハラ）【39 ページ】 

職場のパワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関

係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為を言います。 

ヘイトスピーチ【30 ページ】 

人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、健康・障害など自分から主体的に

変えることが困難な事柄に基づいて属する個人又は集団に対して攻撃、脅迫、侮辱する発

言や言動のことです。 

 

 

ま行 

マタニティ・ハラスメント（マタハラ）【14 ページ】 

働く女性が妊娠・出産を理由に解雇や雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職

場で受ける精神的・肉体的ないじめやいやがらせのことです。 

モラル・ハラスメント（モラハラ）【47 ページ】 

肉体的ではなく、言葉や態度等によって精神的に継続的ないやがらせを行うことを言い

ます。 

 

 

その他 

ＬＧＢＴ【39 ページ】 

レズビアン（Lesbian）のＬ、ゲイ（Gay）のＧ、バイセクシャル（Bisexual）のＢ、

トランスジェンダー（Transgender）のＴを並べたものです。なお、性同一性障害とは、

トランスジェンダーのうち、医療的対応を求める場合の診断名です。ほかにも、性分化疾

患（インターセックス：からだの性が男女に判別しづらい状態）、クエスチョニング（性的

指向やこころの性が未定）、Ｘジェンダー（こころの性が男女どちらでもある、どちらでも

ない、中間であるなどの感覚をもつ人）、アセクシャル（無性愛：人に対して恋愛感情や性

的欲求を抱かない人）など、様々な性のあり方をもつ人がいますが、性的マイノリティを

表す言葉として「ＬＧＢＴ」が使われています。 
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